
・金融機関から借入をされましたか？

・ご両親・祖父母から資金援助を受けられましたか？

このような方は、以下の制度が使えるかもしれません。
※制度をご利用される場合には、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
※令和2年3月16日（月）までに税務署に申告をしなければなりません。

① 住宅借入金等特別控除

② 住宅取得資金の贈与の非課税制度
通常、人から財産をもらうと「贈与税」という税金がかかります。

しかし、ご両親や祖父母から資金の援助を受けてマイホームを購入された場合には、700

万円（省エネ等住宅の場合は1,200万円）を限度として、「贈与税」を非課税とすること

ができます。

マイホームを金融機関からのローンを組んで購入した場合に、年末のローンの残高に応じ

て「税金が還ってくる」制度です。

人生で一番大きな買い物をされた方
その後の税金のことは私たちにご相談ください！！

③ 相続時精算課税制度
財産をもらう人が20歳以上の子および孫である場合、もらった金額が2,500万円になるま

では「贈与税」をかけず、相続の時に、もらった金額を相続財産に含める制度です。

令和元年中に

マイホームを購入された方
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